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医療費のお知らせをお送りします

送付方法
対象者　：協会けんぽ加入者（被保険者・被扶養者）
記載内容：主に令和6年9月から令和7年8月診療分までの
　　　　   医療機関名や医療費の総額・加入者の支払額など
　　　　  ※データ抽出日：令和7年11月8日
送付時期：令和8年1月13日（火）～ 令和8年1月23日（金）
　　　　  にかけて、順次発送
送付先　：事業所（任意継続加入の方は被保険者自宅）

大切な個人情報が含まれています。開封せずに従業員の皆さまにお渡しください。

マイナポータルからも確認できます！

　協会けんぽでは、加入者の皆様にご自身の治療等にかかった医療費について確認していただき、
健康保険事業の健全な運営を図るため、「医療費のお知らせ」をお送りしております。
　今年度の送付方法は以下のとおりです。　

「医療費のお知らせ」の一括送付は今回を最後に終了します。
来年度以降につきましては、医療費情報の確認はマイナポータルをご利用いただきご確認願います。
従来の「医療費のお知らせ」が必要な方には、依頼により送付する予定としております。

　詳しくは協会けんぽのホームページをご確認ください→

マイナンバーカードを健康保険証として登録すると、マイナポータル上で「診療・
薬剤情報」「医療費通知情報」の確認ができます。是非ご利用ください。

詳しくはデジタル庁のホームページをご確認ください→
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健康づくりは
幸せづくり

「＠kyoukaikenpo.or.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。

メルマガ登録から
健康づくりを始めよう♪
毎月10日配信中！　登録はこちらから⇒

福井支部LINE
公式アカウントスタート！
健康情報配信中　友だち追加はこちら⇒

全国健康保険協会

福井支部
協会けんぽ

マイナ保険証の利用登録はお済みですか？

年末年始のお知らせ

令和７年12月２日より
従来の健康保険証は使用できなくなりました

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください→

取得 マイナンバーカードを持っていない方
次のいずれかで申請できます

保険証利用の登録をしていない方
次のいずれかで登録できます

登録

カードの受け取りはお近くの市町村の窓口で
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詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください→

【年内の営業】 12月26日（金）17時15分まで 【年始の営業】 1月5日（月）8時30分から
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　「よりよい医療が受けられる」「各種手続きが簡単・便利」といったメリットがあるマイナ保険証
のご利用をお勧めしています！　
　マイナ保険証の登録がお済みでない方は、早めに登録しましょう。
※マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録をしたマイナンバーカードのことです。　

　今年も協会けんぽの事業運営にご理解・ご協力を賜りありがとうございました。
協会けんぽの年末年始の営業日をお知らせします。お急ぎのご用件などございましたら、お早めの
お手続きをよろしくお願いいたします。


